
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
及
び
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

一

都
道
府
県
知
事
が
事
業
者
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
期
間
を
、
原
則
と
し
て
方
法
書
に
つ
い
て
は
九
十
日
、
準
備
書
に
つ

い
て
は
百
二
十
日
と
し
、
一
定
の
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
三
十
日
の
範
囲
内
で
延
長
し
て
定

め
た
期
間
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
関

係
）

二

都
道
府
県
知
事
は
、
意
見
を
述
べ
る
期
間
を
延
長
し
て
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
事
業
者
に
対
し
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
関

係
）

三

一
及
び
二
に
関
し
、
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
手
続
の
特
例
及
び
対
象
港
湾
計
画
に
関
す
る
手

続
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
九
条
及
び
第
十
一
条
関

係
）

四

国
の
計
画
で
あ
っ
て
、
環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
の
日
に
定
め
ら
れ
て
い
た
場
合
に
は
当
該
国
の
計
画
に
基
づ
い
て
実



施
さ
れ
る
事
業
に
対
し
て
同
法
の
一
部
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
定
め
る
こ
と
。（

附
則
第
二
条
関

係
）

第
二

電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

特
定
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
二
の
通
知
を
、
事
業
者
に
替
え
て
通
商
産
業
大
臣
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
六
条
の
二
関

係
）

第
三

施
行
期
日
（
附
則
関
係
）

こ
の
政
令
は
、
環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
六
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



政
令
第

号

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
及
び
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
及
び
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
第

三
号
並
び
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

（
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
方
法
書
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
意
見
の
提
出
期
間
）

第
七
条

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
九
十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
意
見
を
述
べ
る
た
め
実
地
の

調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
積
雪
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
よ
り
長
期
間
に
わ
た
り
当
該
実
地
の
調
査
が
著



し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
百
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
事
業
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
備
書
に
つ
い
て
の
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
の
提
出
期
間
）

第
八
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
百
二
十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
意
見
を
述
べ
る
た
め
実

地
の
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
積
雪
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
よ
り
長
期
間
に
わ
た
り
当
該
実
地
の
調
査

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
百
五
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
関
係
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
対
象
事
業
等
に
関
す
る
手
続
の
特
例
）

第
九
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
が
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
場
合
に
お
け

る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
計

画
決
定
権
者
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読



み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
対
象
港
湾
計
画
に
関
す
る
手
続
）

第
十
一
条

第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
二
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
港
湾
管
理
者
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
附
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
国
の
計
画
）

第
二
条

法
附
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
国
の
計
画
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画

二

土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
又
は
第
八
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も



の
に
限
る
。
）

（
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
適
用
に
当
た
つ
て
の
技
術
的
読
替
え
）

第
六
条
の
二

特
定
事
業
者
に
対
す
る
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
（

同
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
七
条
第
二
項
中
「
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
通
商
産
業
大
臣
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
六
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

環
境
影
響
評
価
法
の
施
行
に
伴
い
、
環
境
影
響
評
価
方
法
書
及
び
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
事
業

者
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
期
間
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
事
業
用
電
気
工
作
物
に
係
る
手
続
に
お
け
る
特
例
を
定
め
る
必
要
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。


